
　 1 0 月～1 1 月分の児童手当を 受

給対象者の口座に振り 込みますの

でご確認く ださ い。

■支給日

　 1 2 月1 0 日（ 水）

【 手当月額（ 対象児童1 人につき ）】

• 3 歳未満

　 　 第1 子・ 第2 子 1 5 ,0 0 0 円

　 　 第3 子以降 3 0 ,0 0 0 円

• 3 歳～1 8 歳の年度末まで

　 　 第1 子・ 第2 子 1 0 ,0 0 0 円

　 　 第3 子以降 3 0 ,0 0 0 円

■問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係

℡0 9 6 7（ 6 7 ） 2 7 1 5

　 子ど も・ 若者について 考え る 機

会と し て、 児童養護施設 甘木山学

園 支援部長坂口明夫さ んを 講師に

迎え、 信頼でき る 大人である ため

に大切な こ と 、 私たち にでき る こ

と について、 愛着障害の観点も 交

えながら 講演し ていただき ます。

■日時

　 令和8 年1 月1 7 日（ 土）

　 午後1 時～3 時3 0 分

■会場

　 大津町生涯学習センタ ー 大会議室

　 菊池郡大津町大字引水6 2

■料金　 無料

■定員

　 会場・ オンラ イ ン（ 各1 0 0 人）

同時開催

■申し 込み

　 熊本県子ど も・ 若者総合相談セ

ンタ ー～CO CO N  こ こ ん～

　 電話（ ℡09 6（ 38 7 ）70 0 0）、 FAX

または二次元コ ード よ り お申し 込

みく ださ い。

第一部　 午後1 時1 0 分～2 時4 0 分

講演：「 聞こ えていますか？子ど

も や若者の声」～支え と な れる

か？試さ れる大人たち～

講師： 社会福祉法人 甘木山学園 

理事　 坂口明夫さ ん

第二部　 午後2 時5 0 分～3 時3 0 分

各機関と の交流会※会場参加のみ可

■問い合わせ

熊本県子ども・ 若者総合相談セン タ ー

℡0 9 6（ 3 8 7 ） 7 0 0 0

　 山火事は、 例年春先のほか秋か

ら 冬にかけて発生し ています。

　 空気が乾燥し 、 森林内の落葉な

ど が燃え やす い 状態に な っ て お

り 、 強風など でたき 火が燃え移り

やすく 、 山火事発生の危険性が高

く なり ま す。 山火事の原因の多く

が、 人のち ょ っ と し た火の取扱い

の不注意で発生し て いま す。 一人

一人が森林の大切さ を 認識し 、 防

災意識を 高めるこ と が大切です。

　 山火事予防にあたっ ては、 次の

こ と にご留意く ださ い。

①強風時およ び乾燥時には、 たき

火、 火入れを し な いこ と 。 特に

枯れ草や落ち 葉など の近く では

行わないこ と 。

②やむを 得ずたき 火など 火気を 使

用する 場合は、 消火用の水な ど

を 必ず準備する と と も に、 その

場を 離れないこ と 。

③たき 火な ど 火気の使用後は、 完

全に消火する こ と 。 な お、 炎が

見えなく なっ ても 火種が残っ て

いる こ と がある ので、 十分に確

認するこ と 。

④たばこ は指定さ れた場所で喫煙

し 、 吸い殻は必ず消すと と も に、

投げ捨てはし ないこ と 。

⑤火遊びはし ないこ と 、 さ せない

こ と 。

⑥火入れを行う 際は、 村長の許可を必

ず受け、 事前に阿蘇広域行政事務組

合消防本部南部分署（ ℡0 96 7（ 6 2）

90 3 4 ） に連絡する と と も に、 あら

かじ め必要な防火対策をと るこ と 。

■問い合わせ

農政課 林務整備係

℡0 9 6 7（ 6 7 ） 2 7 0 6

　 県の最低賃金が改正さ れます。

　   時間額1 ,0 3 4 円

　 　（ 令和8 年1 月1 日から ）

　 こ の最低賃金は、 県内すべて の

事業所、 労働者に 適用さ れま す。

問い合わせは熊本労働局労働基準

部賃金室ま たは最寄り の労働基準

監督署までご連絡く ださ い。

■問い合わせ

熊本労働局労働基準部賃金室

℡0 9 6（ 3 5 5 ） 3 2 0 2

■南阿蘇村代表 …………（ 6 7 ）1 1 1 1

■総務課 …………………（ 6 7 ）1 1 1 1

■企画観光課 ……………（ 6 7 ）1 1 1 2

■議会事務局 ……………（ 6 7 ）1 5 5 3

■農政課 …………………（ 6 7 ）2 7 0 6

■農業委員会事務局 ……（ 6 7 ）2 7 0 7

■住民福祉課 ……………（ 6 7 ）2 7 0 2

■定住促進課 ……………（ 6 7 ）2 7 0 5

■健康推進課 ……………（ 6 7 ）2 7 0 4

■子育て支援課『 みなっこ 』 ……（ 6 7 ）2 7 1 5

■税務課 ………………………（ 6 7 ）2 7 0 3

■会計課 ………………………（ 6 7 ）2 7 0 1

■水・ 環境課 ……………………（ 6 7 ）3 1 7 6

…………………………………（ 6 5 ）8 1 2 1

■建設課 ………………………（ 6 7 ）3 1 7 8

■教育委員会事務局 …………（ 6 7 ）1 6 0 2

南阿蘇村ホームページ

httpｓ：//w w w .vill.m inam ia so .lg .j p

各課の電話番号 〈 市外局番0 9 6 7 〉
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Li fe I n forma tion

12 月は児童手当の
支給月です

必ずチェ ッ ク 最低賃金！
使用者も 、 労働者も

山火事にご用心！

困難を 有する 子ども・ 若者に
より そいまし ょ う
in 大津

申し 込みフ ォ ーム
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